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航空法施行規則の一部を改正する省令案について（概要） 

 

１．背景 
 
 無人航空機の登録に係る手続等については、航空法（昭和 27 年法律第 231 号。

以下「法」という。）に基づき、航空法施行規則（昭和 27年運輸省令第 56号。以

下「規則」という。）において定められている。無人航空機の飛行の安全の更なる

向上を図るため、令和４年６月から無人航空機の登録が義務化されているが、これ

は娯楽を目的とした無人航空機であるラジコン機（以下「ラジコン機」という。）

にも適用されており、ラジコン機利用者から登録手続等の負担が大きいといった意

見が寄せられていたところ。 

 これを踏まえ、今般、登録手続等に係る利用者負担の軽減を図るため、ラジコン

機の離陸場所又は着陸場所（以下「離着陸場所」という。）を管理する団体（以下

「離着陸場所管理団体」という。）の所属員が飛行させるラジコン機については、

当該団体が必要な事項を事前に届け出ることにより、飛行空域を限定する等の一定

の要件の下で個別の機体の登録を不要とする等、所要の改正を行う。 

また、住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）の改正に伴い、戸籍の附票の写

しに本人特定事項の全てが記載されることになったことから、無人航空機の登録に

必要な申請書に添付する資料に係る規定を改正する。 

  

２．概要 

（１）無人航空機の登録が不要となる飛行の要件（第 236条関係） 

① 法第 132 条の２ただし書に基づく無人航空機の登録が不要な場合を規定する規

則第 236 条について、離着陸場所管理団体が、以下の要件のいずれにも該当す

る飛行を行うことにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合を追加

することとする。 

 娯楽を目的として行うものであること。 

 管理する離着陸場所周辺の区域及び高度において行うものであること。 

 離着陸場所管理団体に所属する者が行うものであること。 

 飛行以外の機能及び目視外飛行の機能（自動操縦の機能を含む。）を有しない

機体であって、国土交通大臣が定める基準に適合する機体によって行うもの

であること。 

② ①の届出をしようとする者は、以下の事項を記載した届出書を国土交通大臣に

提出しなければならないこととする。 

 離着陸場所管理団体の代表者の氏名又は当該団体の名称、住所及び電話番号、

電子メールアドレスその他の連絡先 

 離着陸場所、区域及び高度 

 無人航空機を飛行させる者の氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレス

その他の連絡先 

 無人航空機の識別措置に関する事項 

 その他参考となる事項 

別添 



③ ①の届出に従って無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に識別措置を

講じなければならないこととする。 

④ ①の届出により飛行することができる期間を３年とすることとする。 

 

（２）無人航空機の登録に必要な申請書の添付書類（第 236条の３関係） 

   第２項第１号イ中「戸籍の謄本若しくは抄本（戸籍の附票の写しが添付されて

いるものに限る。）」を「戸籍の附票の写し」に改めることとする。 

 

（３）その他 

 その他所要の改正を行うこととする。 

 

３．今後のスケジュール（予定） 
 
 公 布：令和６年５月 

 施 行：令和７年３月 

 


